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答申第150号

答 申

第１ 審査会の結論

沖縄県知事（以下「実施機関」という。）が行った公文書不存在による不開示決定

は、妥当である。

第２ 諮問の概要

１ 公文書の開示請求

令和３年９月10日、沖縄県情報公開条例（平成13年沖縄県条例第37号。以下「条

例」という。）第６条第１項の規定に基づき、「浦添市と中城村と北中城村が平成29

年度に『循環型社会形成推進地域計画』を作成したときに、県が１市２村に対して

与えていた中城村北中城村清掃事務組合が所有している既存施設（青葉苑）の財産

処分に対する技術的援助の内容が分かる公文書」（以下「本件請求文書」という。）

を含む12件の開示請求が行われた。

２ 実施機関の決定

実施機関は、開示請求のあった12件のうち、本件請求文書を含む９件について、

該当する公文書は作成又は取得しておらず、保有していないことを理由として、条

例第11条第２項の規定により、公文書不存在による不開示決定の処分を行い、令和

３年９月27日付け環整第714号により審査請求人に通知した。

３ 審査請求

審査請求人は、本件請求文書の開示請求（以下「本件請求」という。）に係る処

分（以下「本件処分」という。）を不服として、行政不服審査法（平成26年法律第68

号）第２条の規定により令和３年10月15日付けで沖縄県知事に対して審査請求を行

った。

４ 諮問

沖縄県知事は、条例第21条の規定により、令和４年１月13日付けで審査会に対し

て、本件公文書の開示可否の決定について諮問した。

第３ 審査請求人の主張（要旨）

１ 審査請求の趣旨

公文書不存在による不開示決定処分を取り消し、対象文書を開示するよう求める。

２ 審査請求の理由

浦添市と中城村と北中城村は、浦添市エリアの既存施設（浦添クリーンセンタ

ー）と中城村・北中城村エリアの既存施設（青葉苑）を集約化する前提で「循環型

社会形成推進地域計画」を作成しているため。また、県は、１市２村に対して中城
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村・北中城村エリアの既存施設（青葉苑）に適用される防衛省の財産処分の承認基

準における補助対象財産の経過年数（補助事業者が補助目的のために事業を実施し

た年数）を無視して技術的援助を与えることはできないため。

第４ 実施機関の弁明の内容（要旨）

１ 弁明の趣旨

県は本件請求文書に該当する文書を保有していないため、県が行った処分は妥当

であるとの判断を求める。

２ 弁明の内容

中城村北中城村清掃事務組合が沖縄防衛局の補助事業として整備した既存施設

（青葉苑）の財産処分については、補助金適正化法等の関係法令に基づき沖縄防衛

局が判断するものである。

したがって、県は同組合に対して溶融炉の財産処分に対する技術的援助を行って

いない。

県は開示請求に係る公文書を保有していないため、本件処分の内容は妥当である。

第５ 弁明に対する審査請求人の反論（要旨）

審査請求人は、溶融炉の財産処分ではなく、中城村北中城村清掃事務組合が所有

している青葉苑（焼却炉とリサイクルプラザと建物を含む）の財産処分に対する県

の技術的援助の内容が分かる公文書の開示を請求している。

県は、浦添市と中城村と北中城村が、浦添市が所有している既存施設（浦添市ク

リーンセンター）と中城村北中城村清掃事務組合が所有している既存施設（青葉

苑）を集約化することを目的として「ごみ処理の広域化」を推進していることを承

知しており、１市２村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画で

あると判断して環境省へ送付している。したがって、県は同組合が所有している既

存施設（青葉苑）の財産処分について１市２村に対して適切な技術的援助を与える

責務を有し、環境省に対し既存施設の財産処分について適切な報告等を行う責務を

有している。

複数の市町村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、都道府県が市町村間の

調整に努めることとなっている。さらに、県は第一号法定受託事務として市町村に

対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務を行っている。

市町村が作成した交付金交付申請書における交付金交付対象事業の目的と内容が適

正であるかどうかを審査して環境省に報告する責務を有している。故に本件処分の

内容は不当である。

第６ 審査会の判断

審査会は、本件請求に関し審査請求人の主張及び実施機関の説明を踏まえ、以下

のとおり確認を行い判断した。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第４条第２項では、都道府県の責務として、

都道府県は、市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるこ
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とに努めることが定められている。

上記規定を踏まえ、審査会は実施機関に対し、技術的援助の具体的な内容及び本

件請求文書の存否について確認した。

実施機関の説明によると、技術的援助は、上記規定に基づく、市町村の一般廃棄

物処理事業が円滑に実施されるための技術的な援助であり、具体的には、環境省か

らの通知、事務連絡等の周知、市町村から県としての見解を求められた場合や照会

等がなされた場合に、県が法令を踏まえた回答や助言等を当該市町村に行うものと

いうことであった。

本件請求に係る中城村北中城村清掃事務組合が所有する青葉苑は、防衛省の補助

金で整備された施設であることから、当該施設の財産処分の手続きは、県ではなく、

沖縄防衛局と同組合において直接やりとりを行い、財産処分に関する判断も防衛省

が行うことになっており、「浦添市・中城村・北中城村地域 循環型社会形成推進地

域計画」が作成された平成29年度において、当該施設の財産処分に関し、県が技術

的援助を与えたという記録はないということであった。

審査会から実施機関に対し、本件請求文書について再度の確認要請を行い、その

説明を求めたところ、実施機関が本件請求文書に相当する文書を作成又は取得して

おらず、実際にこれを保有していないとする上記説明に不合理・不自然な点はなく、

審査会においても本件請求文書に相当する文書は存在しないことを確認した。

以上のことから、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。
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本案件を審議した沖縄県情報公開審査会委員名簿

五十音順

氏 名 役 職 名 等 備 考

井上 禎男 琉球大学教授 会長

儀部 和歌子 弁護士 ※令和５年１月８日まで

仲村 剛 弁護士

中村 政也 弁護士 ※令和５年１月９日以降

新見 研吾 弁護士 会長職務代理

三浦 毅 琉球大学准教授

審査会の処理経過

年 月 日 内 容

令和３年12月21日 諮問書受理

令和４年４月27日 審議（第334回）

令和５年６月28日 審議（第345回）


